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１０月２３日、大阪地裁において「共同訴訟Ⅱ」が開催され、前田さんと

山口さん、車両所の仲間の島津さんが、会社から受けた不当なボーナスカッ

トに対する裁判の証人尋問が行われ、原告の前田さん、山口さん自らが、会

社側証人管理者を鋭く追及し、ボーナスカットのデタラメな理由と不当性が

明らかになりました。

特に、伴営業科長は、偽証罪か！？虚偽証言！？

福田助役は、尋問内容を理解出来ず、時間稼ぎ！

櫻田助役は、尋問が都合が悪いと「記憶にありません」の連発！タジタジ、

イライラ！

各証人管理者の証言は、次号から掲載します。

◎次回１０月３０日、島津さんの裁判に結集しよう！


